
2023 年 SHIPMAN 排出量取引制度(ETS)排出許容量条項 

 

本傭船契約の他の規定にかかわらず、船主及び傭船者（以下「両当事者」といい、それぞれ個別に「当事

者」という。）は、以下のとおり合意する。 

 

「排出許容量」とは、排出量制度によって承認された特定量の温室効果ガスを排出する船舶の権利を表

す許容量、クレジット、割当量、許可、又は、同等のものを意味する。 

 

「排出データ」とは、排出許容量を計算するために必要な、船舶の排出に関するデータ及び記録を意味す

る。 

 

「排出量制度」とは、欧州連合排出量取引制度及び排出許容量の発行、割当、取引又は放棄を規制する、

適用される法令当局により課されるその他の類似の制度を含む、温室効果ガス排出量取引制度を意味し、

本条項においては、欧州連合排出量取引制度を含む。 

 

「責任主体」とは、法律、又は、規則により、本船に適用される排出量制度の遵守に責任を負う者を意味

する。 

 

(a)責任主体としての船主 

船主が責任主体である場合： 

 

(i)船主は、本契約の期間中、自らの費用負担で、本船に適用される排出量制度を遵守するか、又は、遵

守させなければならない。 

 

(ii)管理者は、船主に対し、上記(i)の遵守を可能にするために適時に、又は、両当事者間で合意された

定期的な間隔で、排出データを提供するものとする。当該排出量データは、該当する場合、認定され

た検証者により検証されるものとし、また、船主が要求する場合、船主の費用負担により、船主によ

り承認された第三者により監査されるものとします。 

 

(iii)排出制度管理サービス 

（本項(iii)は、両当事者が右に「Yes」と記載した場合にのみ適用される： [   ]） 

 

管理者は、以下のような排出量制度管理サービスを提供するものとする。ただし、これらに限定され

るものではない。 

  (1)上記第(a)条第(ii)項に従い、必要な排出許容量の計算とともに排出データを船主に提供すること。 

  (2)排出量制度に従い、排出データの監視および管理当局への報告を手配すること。 

(3）排出量制度に従い、船主の排出許容量の引渡しを手配すること。 

 



(b)責任主体としての管理者 

本船に適用される排出量制度において、管理者（又は管理者の指名する者）が責任主体となる場合、若

しくは両当事者間の合意により責任主体となる場合は、以下のとおりとする。 

 

(i)管理者は、上記第(a)条第(ii)に従い、必要な排出許容量の計算とともに、排出データを船主に提供す

る。 

 

(ii)管理者は、船舶に適用される排出量制度に従って、排出データを監視し、管理当局に報告する。 

 

(iii)管理者は、毎月、前月までの各排出量制度に基づく本船の実際の排出量の調整及び過不足の調整を

含む、翌月の本船の排出許容量の見積もりを作成し、書面で船主に提示する。当該排出許容量は、船

主が管理者の書面による要請を受領してから[X]日以内に、管理者（又は管理者の指名する者）が船

主から受領するものとする。 

 

(iv)本契約が終了する 14 日前までに、管理者は、本船の最終月又はその一部の排出許容量の見積もり

を作成し、書面で船主に提示するものとする。当該通知から[X]日以内（但し、本契約の終了時まで）

に、管理者から通知された排出許容量は、船主から管理者（又は管理者の指名者）に移転されるもの

とする。 

 

(v)上記第(b)条第(iv)項に従って見積もられた排出許容量と、本契約の終了日時点で本船に適用される

排出量制度に従って実際に移転されるべき排出許容量との差額は、両当事者間で[X]日以内に調整し、

解決するものとする。 

 

(vi)両当事者は、上記第(b)条第(iii)項、第(iv)項、及び、第(v)項に基づく船主の義務に対する金銭的担

保に合意することができる。いずれの場合においても、船主は、該当する排出量制度に基づく義務を

履行するために必要な排出許容量を、適時に、管理者（又は管理者の代理人）に提供するものとする。 

 

(vii)管理者（又は管理者の代理人）は、本船に適用される排出量制度に従って排出許容量を提示するも

のとするが、その際、船主は、管理者（又は管理者の代理人）に排出許容量を提供する責任を負うも

のとする。 

 

(viii)本状第(b)に基づき、船主が管理者（又は管理者の代理人）に移転した排出許容量又は金銭的担保

は、本船に適用される排出量制度の管理機関に引き渡されるまで、別途、船主のクレジットとして保

管されるものとする。 

 

(c)船主は、本船に適用される排出量制度が適用される地域への寄港 1 回につき[X]米ドルの管理費を支

払う。金額が記入されていない場合は、年間管理費に含まれるものとする。 

 



(d)両当事者のいずれかが本条項に基づく義務を履行しない場合、他方の当事者は、不履行の当事者に通

知することにより、本契約を直ちに終了させる権利を有する。 


